
学校感染症による出席停止 
 学校保健安全法では、次の表のとおり、学校感染症が定められています。感染症のまん延を防ぐ
ために、これらの感染症に罹患した場合、または罹患した疑いがある場合は、医師の判断に基づき
出席停止となります。その際は、必ず学校へ連絡してください。 
 登校を再開する際には、「登校許可証」と受診したことが分かる資料を提出してください。学校
ホームベージからダウンロードしてお使いください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


